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１　航空事故調査の経過

１．１　航空事故の概要

社団法人長野県航空協会所属軽飛行機式ＳＳ‐１型ＪＡ２１１７は、昭和５７年４月２５日、 

５時間滞空飛行のため、妙徳山頂上付近を飛行中、１７時３４分ごろ、樹木に接触して標高約 

１，１５０メートルの山中に墜落した。

同機には機長のみが搭乗していたが死傷者はなかった。

同機は大破した。

１．２　航空事故調査の概要

１．２．１　事故の通知及び調査組織

航空事故調査委員会は、昭和５７年４月２５日運輸大臣より事故発生の第一報を受けた。 

同委員会により当該事故の調査を担当する者として主管調査官が指名された。



１．２．２　調査の実施時期

昭和５７年４月２６日～２８日　現場調査

１．２．３　原因関係者からの意見の聴取

原因関係者として機長から、昭和５７年１１月２６日意見聴取を行った。

２　認定した事実

２．１　飛行の経過

ＪＡ２１１７は、国際滑空記章銀章受賞の要件の一つである５時間滞空飛行のため、１２時 

４４分長野市若穂町綿内の千曲川河川敷の滑空場（標高約３４０メートル）をウインチ曳航に 

より発航し、気圧高度（以下「高度」という。）約７００メートルで曳航索を離脱した。

その後の同機の飛行経過は、機長の口述及び同機に搭載していた自記高度計（Gebrud̈er 

Winter製、製造番号５９４２０。日本滑空協会登録番号ＪＡＡ‐Ｂ‐１１６）記録紙（付 

図１参照）によれば次のとおりであった（付図２参照）。

同機は、同滑空場上空で上昇気流にのり、約１３分後には高度約１，４５０メートルに達した 

が、やがて上昇気流も弱くなってきたので、滑空場から約１６０度、約４キロメートル離れた 

太郎山（標高９９６．９メートル）の北東斜面上空に至り、斜面上昇風を利用して高度１，０００ 

～１，１００メートルで約１時間４０分飛行を継続した。１４時４０分ごろ、同機は、更に強い 

斜面上昇風を求めて太郎山のほぼ東北東約２．７キロメートルの妙徳山（標高１，２９３．５メー 

トル）の麓へ向って飛行を開始し、同麓上空に高度約１，０００メートルで進入した後、北側斜 

面沿いに斜面上昇風を利用して高度を獲得し、約２０分後最高高度約１，３５０メートルに達し、 

その後妙徳山の頂上からほぼ北々西及び東北東に延びる尾根の上空及びその尾根のやや北側斜面  

上空を往復するような飛行経路を高度１，２００～１，３５０メートル、速度約８０キロメートル／時、対地高度 

５０～１００メートルで約２時間３０分飛行した。１７時３０分ごろ斜面上昇風が弱まり高度 

が低下してきたので、機長は帰投のことも考えたがもう一往復すれば５時間滞空飛行が達成さ 

れるので、北側斜面（平均勾配　約３５度）に近接して唐松林から１０～２０メートルの高さ 

で飛行を継続した。

１７時３４分ごろ、尾根より低い高度で尾根にほぼ平行に西北西に斜面上を飛行した。夕日 

が前方からさしてまぶしく、また直下の斜面が左手の尾根の日陰となっていた。機長は、前方 

左斜面を主に見ながら飛行中気がついたらやや高い斜面が眼前に現われており、回避操作を行



ったが間に合わず、そのまま樹木に接触し、標高約１，１５０メートルの林の中に墜落した。木 

に引掛り、磁方位約３３０度、約６０度右に傾いた状態で地上高約２メートルの位置で唐松の 

上に停止した。

２．２　人の死亡、行方不明及び負傷 

死傷者はなかった。

２．３　航空機（部品を含む）の損壊に関する情報

２．３．１　損壊の程度　大破

２．３．２　航空機各部の損壊の状況

胴体　機首先端部及び下面　破損。

風防　飛散。

全体にしわ。

右主翼　翼根より約８０センチメートルの所から先がさけて後方へ折れ曲り。

左主翼　翼根より約４メートルの所から先が折れ、脱落寸前。

２．４　航空機以外の物件の損壊に関する情報

なし

２．５　乗組員に関する情報

機長　男性　２７才

自家用操縦士技能証明書　第８７００号

限定事項　滑空機上級　昭和５５年１月７日取得 

滑空機動力　昭和５５年３月２６日取得 

自家用操縦士技能証明書　第７８８９号

限定事項　陸上単発　昭和５３年８月３日取得 

第３種航空身体検査証明書　第３１６５４３９０号

有効期限　昭和５７年１２月１５日

総飛行時間　２８４時間５９分

（うち滑空機　２００時間３９分）

うち同型式機飛行時間　５時間５４分



２．６　航空機に関する情報

２．６．１　航空機

型式　軽飛行機式　ＳＳ‐１型

製造者　軽飛行機開発株式会社

製造番号及び製造年月日　第６９‐２６　昭和４５年３月２０日

耐空証明　第５６‐７‐２号　昭和５７年５月８日まで有効

総飛行時間　３６０時間１５分

（総発航回数）　（２，４８４回）

耐空検査後の飛行時間　２０時間４５分

（発航回数）　（１５５回）

２．６．２　重量及び重心位置

事故当時、同機の重量は３１４．３キログラム、重心位置はＭＡＣ３７％と推算され、い 

ずれも許容範囲（最大離陸重量３２０キログラム、重心範囲ＭＡＣ２７％～４０％）内に 

あったものと推定される。

２．７　気象に関する情報

(1)　事故現場のほぼ北西約２０キロメートルに位置する長野地方気象台における１７時３０ 

分の風向及び風速は、北北西３．７メートル／秒であった。

(2)　事故現場のほぼ北西約６キロメートルに位置する滑空場における風向風速は、関係者に 

よると、北北東２～３メートル／秒であった。

３　事実を認定した理由

３．１　解析

３．１．１　機長は、適法な資格を有し、所定の航空身体検査に合格していた。

３．１．２　同機は、有効な耐空証明を有し、かつ整備されていた。

同機は、調査結果及び機長の口述から、事故発生まで異常がなかったものと推定される。

３．１．３　自記高度計の記録によれば、同機の高度は、事故発生約５分前から低下しだしてい 

るが、これは斜面上昇風が弱くなってきたためのものと推定される。

３．１．４　機長は、上昇風がほとんどなくなり斜面にへばりついて飛ぶような状態になってき



たので帰投のことも考えたが、飛行経路をもう一往復すれば５時間滞空飛行が達成できるの 

で、飛行を継続することとしたと述べている。

この判断は適切を欠いたものと認められる。

３．１．５　機長は、斜面に近接して西へ飛行中夕日がまぶしく、直下が日陰で前方が見難いの 

で左前方斜面を主に見て対地高度の判定をしながら飛行していたため、前方確認がおろそ 

かになり、前方に現われたやや高い斜面の発見が遅れ、回避操作を行ったが間に合わず樹 

木に接触したものと推定される。

４　原因

４．１　解析の要約

(1)　同機は、事故発生まで異常なかったものと推定される。

(2)　事故発生前約５分前から斜面上昇風が弱くなってきたものと推定される。

(3)　機長は、５時間滞空飛行達成目前であるため、上昇風がほとんどなくなったのにもかか 

わらず、斜面に近接して飛行を継続したが、その判断は適切さを欠いたものと認められる。

(4)　機長は、斜面に近接して西へ飛行中夕日がまぶしく、直下が日陰で前方が見難いので左 

前方斜面を主に見て対地高度の判定をしながら飛行していたため、前方確認がおろそかに 

なり、前方に現われたやや高い斜面の発見が遅れ、回避操作も間に合わず樹木に接触した 

ものと推定される。

４．２　推定原因

本事故の推定原因は、機長の前方確認がおろそかであったため前方斜面の発見が遅れて回避 

操作が間に合わなかったことによるものと認められる。

なお、斜面上昇風がなくなったにもかかわらず記録達成のためということで飛行を継続した  

こと及び夕日がまぶしかったことが関与しているものと推定される。



自記高度計記録



付図１





付図２


